
「吉見町週休２日制モデル工事試行要領の主な変更点」 

 

 

・完全週休 2日（土曜日及び日曜日）の新設 

 対象期間において、全ての土曜日及び日曜日で現場閉所をしたと認められる状態をい

う。 

なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。 

 

・月単位の週休２日における工事着手月及び完成月の明確化 

 工事着手月及び完成月においては、その月の対象期間内の土曜日及び日曜日の合計日

数以上に現場閉所を行っている場合に４週８休（２８．５％）以上を達成していると

みなす。 

 

・年末年始休暇、夏季休暇期間を明確化 

 年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間 

 

・各種補正係数の見直し 

「モデル工事（現場閉所型）」の補正係数 

経費 完全週休２日 

（土曜日及び日曜日） 

月単位の週休２日 

労務費 １．０４→１．０２ １．０２ 

機械経費（賃料） １．０２→削除 １．０２→削除 

共通仮設費率 １．０３ １．０２ 

現場管理費率 １．０５ １．０３ 

 

「モデル工事（交替制）」の補正係数 

経費 完全週休２日 月単位の週休２日 

労務費 １．０４→１．０２ １．０２ 

現場管理費率 １．０３ １．０１→１．０２ 

 


